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母
子
ま
た
は
父
子
世
帯
や
65
歳
以
上
の

高
齢
者
の
み
の
世
帯
、
障
が
い
者
の
い
る

世
帯
で
、
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
の

納
付
が
困
難
で
あ
り
、
１
月
１
日
現
在
、

次
の
条
件
に
す
べ
て
当
て
は
ま
る
人
は
減

免
が
受
け
ら
れ
ま
す
。 

　
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
人
は
減
免
の
申

請
を
し
て
く
だ
さ
い
。 

▼
条
件 

・
低
所
得
に
よ
り
、
生
活
の
た
め
国
・
県

ま
た
は
市
か
ら
各
種
福
祉
手
当
、
各
種

年
金
な
ど
の
支
給
を
受
け
て
い
る
。 

・
世
帯
全
員
が
、
居
住
用
以
外
の
固
定
資

産
を
持
っ
て
い
な
い
。 

・
居
住
用
の
宅
地
の
面
積
が
200
㎡
以
下
で

あ
る
。 

・
世
帯
全
員
の
総
所
得
金
額
が
生
活
保
護

法
に
よ
る
保
護
基
準
の
1.1
倍
を
超
え
な

い
。 

○
高
齢
者
の
み
の
世
帯
の
減
免
に
該
当
す

る
収
入
金
額
の
例 

・
70
歳
以
上
の
高
齢
者
一
人
の
世
帯
で
、

年
金
の
収
入
金
額
が
お
よ
そ
210
万
円
以

下
の
場
合
。 

・
70
歳
以
上
の
高
齢
者
二
人
の
世
帯
で
、

年
金
の
収
入
金
額
が
お
よ
そ
250
万
円
以

下
の
場
合
。 

※
生
活
保
護
基
準
の
変
更
や
、
世
帯
の
年

齢
状
況
等
に
よ
り
基
準
額
は
毎
年
変
動

し
ま
す
の
で
、
納
付
が
困
難
な
人
は
ご

相
談
く
だ
さ
い
。 

 

▼
申
請
方
法 

①
印
鑑
②
福
祉
（
年
金
）
手
帳
・
障
害
者

手
帳
・
年
金
証
書
等
を
持
参
の
上
、
税
務

課
に
あ
る
申
請
用
紙
で
納
付
期
限
の
７
日

前
ま
で
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。 

       

　
交
通
事
故
な
ど
の
犯
罪
の
被
害
に
あ
っ

た
が
、
検
察
官
が
そ
の
事
件
を
起
訴
し
て

く
れ
な
い
…
。
こ
の
よ
う
な
不
満
を
お
持

ち
の
人
は
、
岡
崎
検
察
審
査
会
事
務
局
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。 

      

　
申
請
期
限
が
近
づ
い
て
い
ま
す
が
、
申

請
は
お
済
み
で
す
か
？
不
妊
で
悩
ん
で
い

る
ご
夫
婦
に
、
そ
の
治
療
費
の
一
部
を
補

助
し
て
い
ま
す
。 

▼
対
象
者
　
ご
夫
婦
の
ど
ち
ら
か
が
市
内

に
住
所
を
有
し
、
医
療
保
険
に
加
入
し
、

医
師
に
不
妊
治
療
の
必
要
が
あ
る
と
診
断

さ
れ
た
法
律
上
の
ご
夫
婦
（
他
の
市
町
村

で
同
様
の
補
助
を
受
け
て
い
る
場
合
は
対

象
外
） 

▼
対
象
治
療
　
平
成
23
年
３
月
〜
平
成
24

年
２
月
末
日
ま
で
に
受
け
た
不
妊
検
査
、

一
般
不
妊
治
療
、
人
工
授
精 

▼
対
象
費
用
　
不
妊
治
療
に
要
す
る
費
用

の
自
己
負
担
額
。
健
康
保
険
適
用
外
の
費

用
も
対
象
と
な
り
ま
す
。（
文
書
料
な
ど

の
治
療
に
直
接
関
係
の
な
い
費
用
は
対
象

外
） 

▼
補
助
内
容
　
１
夫
婦
１
年
度
に
つ
き
１

回
、
自
己
負
担
額
の
２
分
の
１
、
上
限
５

万
円
（
１
年
度
は
３
月
受
診
分
か
ら
翌
年

２
月
受
診
分
で
す
。
） 

※
期
間
は
継
続
す
る
２
年
間
で
、
他
の
市

町
村
で
受
け
た
補
助
期
間
も
含
ま
れ
ま

す
。 

▼
申
請
期
日
　
３
月
末
日
ま
で 

▼
そ
の
他
　 

・
申
請
書
類
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。 

・
平
成
24
年
３
月
以
降
の
治
療
に
つ
い
て

は
、
４
月
以
降
の
申
請
受
付
と
な
り
ま

す
。 

       

　
３
月
は
「
自
殺
対
策
強
化
月
間
」
で
す
。

自
殺
の
原
因
に
う
つ
病
が
潜
ん
で
い
る
こ

と
も
あ
り
ま
す
。「
何
だ
か
ゆ
う
う
つ
」

「
眠
れ
な
い
」
が
続
い
た
ら
う
つ
病
の
サ

イ
ン
で
す
。
う
つ
病
サ
イ
ン
を
み
ん
な
で

キ
ャ
ッ
チ
し
、
心
配
だ
な
と
思
っ
た
ら
早

め
の
相
談
や
受
診
を
お
す
す
め
し
ま
す
。 

　
ひ
と
り
で
ス
ト
レ
ス
を
抱
え
込
ま
ず
、

ひ
と
り
で
悩
ま
な
い
で
誰
か
に
相
談
す
る

こ
と
が
有
効
で
す
。 

　
衣
浦
東
部
保
健
所
で
は
、
土
・
日
曜
日
、

祝
日
を
除
く
毎
日
、
午
前
９
時
〜
正
午
、

午
後
１
時
〜
４
時
30
分
ま
で
こ
こ
ろ
の
健

康
相
談
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
利

用
く
だ
さ
い
。 

       

　
4
月
１
日
か
ら
人
体
の
使
用
料
は
無
料

に
な
り
ま
す
。
な
お
、
犬
・
猫
の
区
分
に

愛
玩
用
小
動
物
を
追
加
し
ま
す
。 

区分 

満10歳以上の人 

満10歳未満の人 

死産児 

犬 

猫 

汚物 

単位 

1体 

1体 

1胎 

1体 

1体 

1個 

現行（円） 

1,500 

1,000 

600 

900 

600 

600

改正後（円） 

 

無料 

 

600 

（愛玩用小動物含む） 

600

※愛玩用小動物とは、犬、猫、ハムスター、うさぎ、フェレット（イタチ科）、 
　小鳥、モルモット、ヘビ、カメ等の小動物です。 

　妻浄苑使用料 

支
え
あ
う 

温
か
い
手
が 

す
ぐ
側
に 

（
中
部
９
県
１
市
自
殺
予
防
統
一
標
語
） 

衣
浦
東
部
保
健
所 

健
康
支
援
課 

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
（21）
４
７
７
８
） 

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
の
減
免 

税
務
課 

資
産
税
係
（
内
線
135 
・ 
136
） 

一
般
不
妊
治
療
費
補
助
金
制
度 

保
健
セ
ン
タ
ー
（
1
（82）
８
２
１
１
） 

ご
存
知
で
す
か
？
検
察
審
査
会 

岡
崎
検
察
審
査
会
事
務
局 

　
　
　
　
（
1
０
５
６
４
（51）
５
７
９
３
） 

　
妻
浄
苑
（
火
葬
場
）の
使
用
料

が
改
正
さ
れ
ま
す 

市
民
課 

市
民
企
画
係
（
内
線
197
） 
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※問合せは知立市役所 

TEL 0566－83－1111（代表） 
FAX 0566－83－1141 
E-mail : info@city.chiryu.lg.jp

    
　
在
宅
医
療
に
伴
っ
て
家
庭
か
ら
排
出
さ

れ
る
在
宅
医
療
廃
棄
物
で
す
が
、
先
日
、

注
射
器
・
注
射
針
が
町
内
ご
み
集
積
所
に

排
出
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
ご
み
収
集
作
業

員
の
針
刺
し
事
故
防
止
の
た
め
、
次
の
と

お
り
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。 

・
注
射
器
、
注
射
針
等
鋭
利
な
も
の
、
感

染
性
を
有
す
る
も
の
、
あ
る
い
は
そ
の

疑
い
の
あ
る
も
の
に
関
し
て
は
、
必
ず
、

医
療
機
関
へ
持
込
み
、
処
理
を
依
頼
し

て
く
だ
さ
い
。 

・
C
A
P
D
バ
ッ
グ
、
カ
テ
ー
テ
ル
類
、

点
滴
バ
ッ
グ
、
ガ
ー
ゼ
類
、
ス
ト
ー
マ

袋
な
ど
は
可
燃
ご
み
と
し
て
出
す
こ
と

が
で
き
ま
す
。（
必
ず
、
中
の
残
存
物

を
処
理
し
、
空
に
し
て
か
ら
排
出
し
て

く
だ
さ
い
。
） 

      

▼
募
集
人
員
　
２
人 

▼
応
募
資
格
　
車
の
運
転
が
で
き
る
人
・

日
本
語
で
日
常
会
話
お
よ
び
簡
単
な
読
み

書
き
が
で
き
る
こ
と
・
簡
単
な
パ
ソ
コ
ン

業
務
が
で
き
る
こ
と
・
年
齢
63
歳
未
満 

▼
業
務
内
容
　
道
路
・
公
園
の
パ
ト
ロ
ー

ル
等
を
し
、
施
設
の
点
検
、
軽
修
繕
・
清

掃
等
軽
微
な
作
業
や
報
告
書
の
作
成
を
行

い
ま
す
。 

▼
雇
用
期
間
　
４
月
２
日
b
〜
９
月
28
日

f
ま
で
（
勤
務
成
績
に
よ
り
更
新
可
能
） 

▼
勤
務
日
　
週
５
日
（
土
・
日
曜
日
、
祝

日
を
除
く
） 

▼
勤
務
時
間
　
午
前
９
時
30
分
〜
午
後
４

時
（
60
分
休
憩
） 

▼
賃
金
　
１
時
間
940
円
（
月
末
締
め
翌
月

16
日
支
給
） 

▼
採
用
方
法
　
書
類
選
考
後
面
接 

▼
募
集
期
間
　
３
月
１
日
e
〜
９
日
f 

▼
提
出
書
類
　
履
歴
書
（
写
真
貼
付
）、

自
動
車
運
転
免
許
証
の
写
し
（
市
役
所
開

庁
時
間
内
に
都
市
計
画
課
へ
持
参
） 

　
県
は
、
都
市
化
が
著
し
い
二
級
河
川
境

川
、
　
妻
川
、
猿
渡
川
に
流
れ
込
む
地
域

（
境
川
・
　
妻
川
・
猿
渡
川
の
流
域
）
を
、

４
月
１
日
に
特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害
対

策
法
に
基
づ
く
『
特
定
都
市
河
川
流
域
』

に
指
定
し
ま
す
。 

　
特
定
都
市
河
川
流
域
に
指
定
さ
れ
る
と
、

田
畑
な
ど
締
め
固
め
ら
れ
て
い
な
い
土
地

に
建
物
を
建
て
た
り
、
駐
車
場
な
ど
に
す

る
面
積
500
㎡
以
上
の
雨
水
浸
透
阻
害
行
為

に
は
、
知
事
の
許
可
が
必
要
と
な
り
ま
す
。 

　
許
可
に
あ
た
っ
て
は
、
技
術
的
基
準
に

従
っ
た
雨
水
貯
留
浸
透
施
設
の
設
置
が
必

要
と
な
り
ま
す
。 

　
流
域
界
の
詳
細
は
、「
愛
知
県
統
合
型

地
理
情
報
シ
ス
テ
ム
（
G
I
S
）
マ
ッ
プ

あ
い
ち
」（http://m

aps.pref.aichi.jp/

）

や
流
域
図
（
縮
尺1/2,500

）
を
各
市
町

や
建
設
事
務
所
で
閲
覧
で
き
る
よ
う
に
し

ま
す
。 

　
詳
細
は
、
次
の
問
合
せ
窓
口
で
リ
ー
フ

レ
ッ
ト
を
配
布
す
る
他
、
境
川
流
域
総
合

治
水
対
策
協
議
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。 

（http://w
w
w
.sougo-chisui.jp/

） 
▼
問
合
せ
　
県
建
設
部
河
川
課
　
企
画
グ

ル
ー
プ
（
1
０
５
２
（954）
６
５
５
３
） 

※
市
内
で
行
う
場
合
は
県
知
立
建
設
事
務

所
　
河
川
整
備
課
（
1
（82）
６
４
８
９
） 

中町「市長との意見交換会」を開催します 中町「市長との意見交換会」を開催します 
　各町内会であらかじめ選択していただいたテーマに基づき、

参加された市民の皆さんと市長が自由に意見交換を行う「市長

との意見交換会」。 

　市民の皆さんどなたでも参加することができますので、多数

のご参加をお待ちしています。 

sと　き　3月11日（日）　午後3時30分から 

sところ　中町公民館 

sテーマ　高齢者福祉　他 

s出席者　市長、副市長、企画部長他 

s問合せ　協働推進課　秘書広報係（内線332） 

在
宅
医
療
廃
棄
物
の
取
扱
い 

環
境
課 

ご
み
減
量
係
（
内
線
217
） 

臨
時
職
員（
軽
土
木
作
業
員
）募
集 

都
市
計
画
課 

公
園
緑
地
係
（
内
線
413
） 

市
内
全
域
で
、
500
㎡
以
上
の
開
発
を
行
う
際
に 

雨
水
対
策
の
為
の
許
可
が
必
要
と
な
り
ま
す 

市
内
全
域
で
、
500
㎡
以
上
の
開
発
を
行
う
際
に 

雨
水
対
策
の
為
の
許
可
が
必
要
と
な
り
ま
す 

４
月
１
日
か
ら 
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現
在
、
70
歳
〜
74
歳
で
医
療
機
関
の

窓
口
負
担
が
１
割
の
人
は
、
４
月
か
ら

２
割
に
引
き
上
げ
ら
れ
る
予
定
で
し
た

が
、
平
成
25
年
３
月
31
日
ま
で
１
割
負

担
が
継
続
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。 

　
市
の
国
民
健
康
保
険
加
入
者
で
、
一

部
負
担
金
の
割
合
が
「
２
割
（
平
成
24

年
３
月
31
日
ま
で
は
１
割
）」
と
記
載

さ
れ
た
高
齢
受
給
者
証
を
お
持
ち
の
人

に
は
、「
２
割
（
平
成
24
年
７
月
31
日

ま
で
は
１
割
）」
と
記
載
し
た
新
し
い

高
齢
受
給
者
証
を
３
月
末
頃
に
お
送
り

し
ま
す
。
現
在
お
持
ち
の
高
齢
受
給
者

証
は
、
差
し
替
え
後
、
個
人
情
報
が
わ

か
ら
な
い
よ
う
に
破
棄
し
て
い
た
だ
く

か
、
ご
返
却
く
だ
さ
い
。 

※
１
割
負
担
で
あ
っ
て
も
、
平
成
24
年

３
月
31
日
ま
で
に
75
歳
に
到
達
さ
れ

る
人
や
３
割
負
担
の
高
齢
受
給
者
証

が
交
付
さ
れ
て
い
る
人
に
は
送
付
さ

れ
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。 

　
８
月
１
日
以
降
に
つ
い
て
は
、
平
成

23
年
分
の
所
得
に
応
じ
て
負
担
割
合
を

見
直
し
、
７
月
末
頃
に
あ
ら
た
め
て
高

齢
受
給
者
証
を
お
送
り
し
ま
す
。 

▼
問
合
せ
　
国
保
医
療
課
　
国
保
年
金

係
（
内
線
154 
・
156
） 

7070
歳
〜
歳
〜
7474
歳
の
皆
さ
ん
へ

歳
の
皆
さ
ん
へ 

医
療
機
関
の
窓
口
負
担
は

医
療
機
関
の
窓
口
負
担
は 

１
割
に
据
え
置
か
れ
ま
す
！

１
割
に
据
え
置
か
れ
ま
す
！ 

70
歳
〜
74
歳
の
皆
さ
ん
へ 

医
療
機
関
の
窓
口
負
担
は 

１
割
に
据
え
置
か
れ
ま
す
！ 

これまでは、高額な外来診療を受け、ひと月の窓口支払いの金額が限度額を超える

場合でも、いったんその額をお支払いいただき、あとから高額療養費として差額を

お返ししていました。4月1日からは、外来診療についても、入院と同様に、1か所の

医療機関で限度額を超える場合は、限度額までしか請求されなくなります。 

事前の申請などの詳細は、加入されている健康保険組合、全国健康保険協会、市町村（国民健康保険、

後期高齢者医療制度）、国保組合、共済組合までお問合せください。 

s問合せ　国保医療課（内線151、152、154～157） 

※「認定証」を提示しない場合は、従来どおりの手続きになります。（高額療養費の支給申請をしていただき、 

　支払った窓口負担と限度額の差額が、後日、ご加入の健康保険組合などから支給されます） 

国民健康保険（市町
村）、健康保険組合、
全国健康保険協会、
国保組合、共済組合
などの保険 

後期高齢者医療制度
（75歳以上の人、65
歳以上で一定の障が
いのある人） 

「保険証」と「認定証」を窓
口に提示してください　 

「保険証」と「認定証」を窓
口に提示してください　 

「保険証」を窓口に提示し
てください　 

「保険証」と「高齢受給者証」
を窓口に提示してください 

加入する健康保険組合などに「認定証」（限度額適用認
定証）の交付を申請してください 

市区町村の担当窓口で「認定証」（限度額適用認定証）
の交付を申請してください 

加入する健康保険 事前の手続き 医療機関等で提示するもの 

手続きの必要はありません 

70歳未満の人 
70歳以上の非課税世帯等の人 

非課税世帯等の人 

非課税世帯等ではない人 

70歳以上で、非課税世帯等ではない人 

手続きの必要はありません 

高額な外来診療を受ける皆さんへ 

4月1日から外来診療外来診療についても窓口支払窓口支払いが一定の金額一定の金額にとどめられます 4月1日から外来診療外来診療についても窓口支払窓口支払いが一定の金額一定の金額にとどめられます 4月1日から外来診療についても窓口支払いが一定の金額にとどめられます 
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※問合せは知立市役所 

TEL 0566－83－1111（代表） 
FAX 0566－83－1141 
E-mail : info@city.chiryu.lg.jp

       

　
「
障
が
い
者
用
駐
車
場
」
は
、
車
椅
子

を
使
用
し
て
い
る
人
な
ど
が
、
自
動
車
の

ド
ア
を
全
開
に
し
て
楽
に
乗
り
降
り
で
き

る
よ
う
に
、
３
メ
ー
ト
ル
50
セ
ン
チ
以
上

の
ゆ
っ
た
り
と
し
た
幅
が
設
け
ら
れ
て
い

る
駐
車
場
（
駐
車
ス
ペ
ー
ス
）
の
こ
と
で

す
。
こ
の
駐
車
場
（
駐
車
ス
ペ
ー
ス
）
に

は
、「
車
椅
子
マ
ー
ク
」
の
表
示
が
あ
り

ま
す
。
こ
の
表
示
の
意
味
を
ご
理
解
い
た

だ
き
、
一
般
の
人
の
ご
利
用
は
、
お
控
え

く
だ
さ
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。 

　
な
お
、
県
で
は
、「
人
に
や
さ
し
い
街

づ
く
り
の
推
進
に
関
す
る
条
例
」
で
、
こ

の
駐
車
場
（
駐
車
ス
ペ
ー
ス
）
を
、
車
椅

子
の
使
用
者
だ
け
で
な
く
、
次
の
よ
う
な
、

日
常
生
活
ま
た
は
社
会
生
活
で
身
体
等
の

機
能
上
の
制
限
を
受
け
て
い
る
人
も
利
用

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

○
障
が
い
の
あ
る
全
て
の
人
（
身
体
・
知

的
・
内
部
障
が
い
者
等
） 

○
高
齢
者 

○
妊
産
婦 

○
乳
幼
児
連
れ
の
親
等 

○指定管理者制度とは… 
　従来、地方自治体の出資法人等が管理していた公の施設について、管理主体の範囲を民間事業者等まで広
げることを可能とした制度です。 
　この制度は行政事務を民間に開放することで、住民サービスの向上、行政コストの縮減等を図ることを目
的に創設されたもので、その施設の管理者を指定管理者と言います。 
　知立市では、平成18年度にスタートし、現在6施設で指定管理者による管理を行っています。 

※指定管理者制度の詳細については、市ホームページをご覧ください。 

指定管理者による管理の1年を振り返り、適正な管理が行われたかを市民の視点から評
価していただきます。また、新たに指定管理者を選定する場合や指定を取消す場合にも
審議していただきます。 
※ただし、特定の施設について利害関係のある人は委員になられた場合でもその施設の 
　議事に加わることはできません。 

15人以内（専門的知識を有する人、市の職員、公募市民等） 

4月1日～平成26年3月31日まで（2年間） 

年2回程度（5月～7月・平日の日中を予定） 

本委員の出席ごとに市が定める報酬額 

3人程度 

市内在住・在勤または在学の人で、熱意を持って参加できる人 

応募用紙に必要事項を記入の上、郵送、Eメールまたは持参（2階企画政
策課）によりご応募ください。 

企画政策課で配布するほか市ホームページからもダウンロードできます。 

3月23日（金）必着（郵送の場合は当日消印有効） 

応募者多数の場合は選考になります。結果は、4月上旬ご本人あてに通
知します。 

〒472-8666　知立市役所　企画政策課　政策係（住所不要） 
Eメール：kikaku-seisaku@city.chiryu.lg.jp

 
 
活 動 内 容  
 
 

組 織  

任 期  

会 議  

報 酬  

募 集 人 数  

 

 
 

募 集 要 領  

応 募 資 格  

応 募 方 法  
 

応 募 用 紙  

応 募 期 限  

決 定 通 知  
 

応 募 先  

【指定管理施設】文化会館、精神障害者小規模保護作業所、地域福祉センター、いきがいセンター、 
　　　　　　　　有料駐車場、西丘コミュニティセンター 

指定管理者選定等審査委員会の委員を募集します 指定管理者選定等審査委員会の委員を募集します 
～市政に参加してみませんか？～ 

s問合せ　企画政策課　政策係（内線287） 

障
が
い
者
用
駐
車
場
の
適
正
利
用 

県
健
康
福
祉
部 

障
害
福
祉
課 

　
　
　
　
　
（
1
０
５
２
（954）
６
２
９
１
） 

愛
知
県
だ
よ
り 
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こ
の
計
画
は
外
国
人
市
民
の
定
住

化
と
増
加
が
進
む
中
、
誰
も
が
住
み

や
す
い
多
文
化
共
生
の
ま
ち
づ
く
り

を
推
進
す
る
た
め
の
指
針
と
し
て
策

定
す
る
も
の
で
す
。 

　
こ
の
た
び
計
画
（
案
）
が
ま
と
ま

り
ま
し
た
の
で
、
計
画
案
に
対
す
る

意
見
を
市
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
制

度
に
基
づ
き
広
く
募
集
し
ま
す
。 

 

▼
意
見
募
集
期
間 

３
月
１
日
e
〜
14
日
d
ま
で 

▼
計
画
案
の
閲
覧
場
所 

・
協
働
推
進
課
（
市
役
所
３
階
） 

・
行
政
資
料
コ
ー
ナ
ー
（
市
役
所
３

階
） 

・
図
書
館 

・
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ 

▼
意
見
の
提
出
方
法 

・
協
働
推
進
課
へ
持
参 

・
郵
送
　
〒
472
―
８
６
６
６
（
住
所

不
要
）
知
立
市
役
所
　
協
働
推
進

課 

・
Ｆ
Ａ
Ｘ 

（83）
１
１
４
１ 

・
Ｅ
メ
ー
ル 
kyodo-suisin@

city.chiryu.lg.jp 

▼
次
の
内
容
を
明
記
し
て
提
出
し
て

く
だ
さ
い
（
様
式
自
由
） 

①
件
名
「
知
立
市
多
文
化
共
生
推
進

プ
ラ
ン
（
案
）
に
対
す
る
意
見
」 

②
住
所 

③
氏
名 

④
勤
務
先
ま
た
は
学
校
名
（
市
外
の

人
の
み
） 

⑤
連
絡
先 

⑥
あ
な
た
の
意
見
を
記
入 

※
電
話
で
の
受
付
は
行
い
ま
せ
ん
。 

▼
意
見
の
取
り
扱
い 

提
出
さ
れ
た
ご
意
見
と
検
討
結
果
は
、

次
の
場
所
で
公
表
し
ま
す
。 

・
協
働
推
進
課
（
市
役
所
３
階
） 

・
行
政
資
料
コ
ー
ナ
ー
（
市
役
所
３

階
） 

・
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ 

※
提
出
者
の
住
所
、
氏
名
な
ど
は
、

公
表
し
ま
せ
ん
。
ま
た
、
お
寄
せ

い
た
だ
い
た
ご
意
見
に
対
し
個
別

に
回
答
す
る
こ
と
は
し
ま
せ
ん
の

で
ご
承
知
く
だ
さ
い
。 

▼
問
合
せ
　
協
働
推
進
課
　
協
働
人

権
係
（
内
線
333
） 

  

○
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
と
は
… 

　
政
策
の
立
案
等
を
行
お
う
と
す

る
場
合
に
そ
の
案
を
公
表
し
、
市

民
の
皆
さ
ん
の
意
見
や
情
報
を
提

供
し
て
い
た
だ
き
、
そ
の
意
見
を

行
政
に
反
映
さ
せ
る
制
度
で
す
。 

　
寄
せ
ら
れ
た
意
見
や
そ
れ
に
対

す
る
市
の
考
え
方
は
、
後
日
、
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
表
し
ま
す
。 

　
平
成
24
年
度
か
ら
の
知
立
市
地
域

福
祉
計
画
の
策
定
作
業
を
進
め
て
い

ま
す
。 

　
こ
の
た
び
計
画
（
案
）
が
ま
と
ま

り
ま
し
た
の
で
、
計
画
案
に
対
す
る

意
見
を
市
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
制

度
に
基
づ
き
広
く
募
集
し
ま
す
。 

 

▼
意
見
募
集
期
間 

３
月
５
日
b
〜
21
日
d
ま
で 

▼
計
画
案
の
閲
覧
場
所 

・
福
祉
課
（
市
役
所
１
階
） 

・
行
政
資
料
コ
ー
ナ
ー
（
市
役
所
３

階
） 

・
図
書
館 

・
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ 

▼
意
見
の
提
出
方
法 

・
福
祉
課
へ
持
参 

・
郵
送
　
〒
472
―
８
６
６
６
（
住
所

不
要
）
知
立
市
役
所
　
福
祉
課 

・
Ｆ
Ａ
Ｘ 

（83）
１
１
４
１ 

・
Ｅ
メ
ー
ル 

fukusi@
city.chiryu.lg.jp 

▼
次
の
内
容
を
明
記
し
て
提
出
し
て

く
だ
さ
い
（
様
式
自
由
） 

①
件
名
「
知
立
市
地
域
福
祉
計
画（
案
）

に
対
す
る
意
見
」 

②
住
所 

③
氏
名 

④
勤
務
先
ま
た
は
学
校
名
（
市
外
の

人
の
み
） 

⑤
連
絡
先 

⑥
あ
な
た
の
意
見
を
記
入 

※
電
話
で
の
受
付
は
行
い
ま
せ
ん
。 

▼
意
見
の
取
り
扱
い 

提
出
さ
れ
た
ご
意
見
と
検
討
結
果
は
、

次
の
場
所
で
公
表
し
ま
す
。 

・
福
祉
課
（
市
役
所
１
階
） 

・
行
政
資
料
コ
ー
ナ
ー
（
市
役
所
３

階
） 

・
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ 

※
提
出
者
の
住
所
、
氏
名
な
ど
は
公

表
し
ま
せ
ん
。
ま
た
、
お
寄
せ
い

た
だ
い
た
ご
意
見
に
対
し
、
個
別

に
回
答
す
る
こ
と
は
し
ま
せ
ん
の

で
ご
承
知
く
だ
さ
い
。 

 

〔
地
域
福
祉
計
画
と
は
〕 

　
「
地
域
の
助
け
あ
い
に
よ
る
福
祉

（
地
域
福
祉
）
」
を
推
進
す
る
た
め
、

一
人
ひ
と
り
の
尊
厳
を
重
ん
じ
、
人

と
人
と
の
つ
な
が
り
を
基
本
と
し
て
、

困
っ
た
時
に
助
け
合
う
「
顔
の
み
え

る
関
係
づ
く
り
」
、
お
互
い
を
認
め

あ
い
支
え
あ
う
「
共
に
生
き
る
社
会

づ
く
り
」
を
め
ざ
す
た
め
の
「
理
念
」

と
「
仕
組
み
」
を
つ
く
る
計
画
で
す
。 

 

▼
問
合
せ
　
福
祉
課
　
福
祉
企
画
係

（
内
線
141
） 

知
立
市
多
文
化
共
生
推
進
プ
ラ
ン（
案
） 

知
立
市
地
域
福
祉
計
画
（
案
） 

2012. 3. 1 10


	120301_06
	120301_07
	120301_08
	120301_09
	120301_10

